
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 
 

 

 

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン 

 

１ 事業の成果    （（）内番号は定款第 5条と同じ） 

  （1）家事および介助・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業 

 ＜ACT提携自立援助サービス・独自サービス＞ 

  実績時間数 941.6（計画対比 98.1％ 前年対比 96.8％） 

  2024 年度は計画はほぼ達成出来たものの、前年に比べると 30 時間ほど少なかった。新規契約はあ

ったが、思うように時間数が増えなかった。 

＜練馬区委託育児支援、子育てスタート応援券＞ 

  実績時間数 98.5時間（計画対比 54.7％ 前年対比 63.5％） 

  2024年度は前年よりさらに依頼自体が少なく、計画比、前年比とも下回った。 

 

（2）介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、 

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業 

 ＜訪問介護事業、介護予防日常生活支援総合事業＞ 

  実績時間数  介護保険 4090.2時間、総合事業 1208.4時間  合計 5298.6時間 

  （計画対比 114.7％ 前年対比 131.2％） 

  2024年度は年度当初にサービス提供責任者やヘルパーの入職があり、新規利用を積極的に受けるこ

とができたため、時間数が大きく伸びた。総合事業の依頼も増えている。 

＜地域密着型サービス事業＞ 

  営業日数 308日 登録人数 36名 1日平均利用 11.07人 延べ利用者数 3496人 稼働率 87.3％ 

  入院やショート利用等で休みの人が多かったが、積極的な営業活動を行った結果 1 日平均利用者が

11.7人となり、計画を達成できた。 

＜居宅介護支援事業＞ 

  利用者数 介護保険 延べ 1709件  要支援 延べ 437件  認定調査 62件 

  （計画対比 介護保険 97.8％  要支援 104.0％  総件数前年比 94.1％） 

  施設入所や逝去等での利用終了が多かったが、新規依頼を積極的に受けたこともありほぼ計画通り

だった。年度末にケアマネジャー2名の退職があり、引継ぎのため新規受け入れを控えたこともあ

り件数は伸びなかった。 

 

（3）障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業、特定相談支援事業 

地域生活支援事業における移動支援事業 

＜障害福祉サービス事業＞ 

  実績時間数  2103.6時間 （計画対比 97.4％ 前年対比 96.3％） 

  新規依頼自体が少なく、時間数が伸びなかった。ヘルパーをあてられずお断りしたものもあった。 
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＜特定相談支援事業＞ 

   今年度は行っていない。 

 ＜地域生活支援事業における移動支援事業＞ 

   実績時間数  804.7時間（計画対比 74.5％ 前年対比 72.6％） 

   新規依頼はあったが早朝や土日の依頼が多くヘルパーをあてられず、時間数が大幅に減少し計画

を達成できなかった。 

 

（1）～（3）の事業共通 

   訪問介護事業、通所事業、居宅介護支援事業とも収入についてはほぼ計画通りとなった。 

 

（4）通所サービスに係る事業 

 ＜練馬区委託事業 いきがいデイサービス「ピアレス」＞ 

年間 47回開催   

毎週水曜日、石神井公園区民交流センターにて川柳、チェアヨガ、工作等を行った。 

 

（5）非常時の経済支援に係る事業 

 ＜NPOACT提携非常時経済支援事業＞ 

   少額短期保険募集人と共済委員が ACT の定例合同共済会議にオンラインで参加した。2024 年度

は運営会議で共済アピールのための寸劇を行なった。月刊エプロンでは共済の特色や事例を掲載

し内容を伝えた。 

 

（6）地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業 

 ＜相談情報ひろば事業 ちょっと・ホッと＞ 

エプロン事務所１階のスペースで月曜～金曜に開催した。日曜日に月 1 回行ってきた「喫茶ちょ

っと・ホッと」は参加者の減少やスタッフ不足により 3回のみの実施となった。 

   小物つくり、絵手紙、麻雀、ハンドマッサージ等のプログラムを曜日ごとに行った。 

＜地域交流事業＞ 

 「エプロンまつり」を開催し、多数の地域住民の来訪があった。また今年度も引き続き、デイサー

ビス、居宅介護支援利用者へ絵手紙年賀状の送付を行った。学習塾へ来る子どもへの食事提供ボラ

ンティアも引き続き行っている。 

 

（7）寄付された物品等のリユース、リサイクルを促進する事業 

 ＜リサイクル事業＞ 

   エプロン関町にて月曜～金曜開店した。そこで街かどケアカフェ、エプロン工房、おわんの会、リ

サの会等様々なプログラムを開催し、地域の方々から好評を得た。新たに 4 月から「おしゃべり

ひろば」と「エプロンミニシアター」を開始した。 

 

（8）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 



   現在活動していない。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 114920 】千円） 

定款に記載 
された事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

(1)家事および

介助・介護等自

立援助に係る事

業、保育に係る

事業 
 

(ACT 提携自立援助サ

ービス事業) 

高齢者、障害者、病者、

産前産後の女性など

への家事援助、介護、

保育などへの自立援

助活動 

 

（独自サービス） 

 

 

（練馬区委託事業） 

産前・産後の家事援助 

 

 

月～金 

8:00～18:00 

(必要に応じ

土日祭日、夜

間、早朝) 

 

 

 

同上 

 

 

月～金 

8:00～17:00 

利用者宅 

(外出付き

添いを除

く) 

 

 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

19人 

 

 

 

 

 

 

 

8人 

 

 

5人 

 

一般市民で

会の趣旨に

賛同したも

の 

 

 

 

 

公的サービ

ス利用者 

 

練馬区在住

支援が必要

な方 

 

のべ 

258人 

 

 

 

 

 

 

のべ 

80人 

 

のべ 

14人 

3596 

(独自サー

ビス含) 

 

 

 

 

 

 

 

379 
 

定款に記載 
された事業名 事業内容 日時 場所 

従事者 

人数 
受益対象者 

範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 

（千円） 

(2)介護保険法

に基づく訪問介

護事業、介護予

防・日常生活支

援総合事業、地

域密着型サービ

ス事業、居宅介

護支援事業 
 

訪問介護サービス、

総合事業訪問型サー

ビス提供 

 

 

 

地域密着型通所サー

ビス提供 

 

 

居宅介護支援サービ

ス提供 

 

 

 

8:00～18:00 

(必要に応じ

夜間・早朝) 

 

 

 

月～土 

9:00～17:00 

 

 

月～金 

9:00～18:00 

(必要に応じ

夜間・早朝) 

 

被保険者

宅 

(外出付き

添いを除

く) 

 

エプロン

デイルー

ム 

 

被保険者

宅、支援

事業所他 

 

31人 

 

 

 

 

 

25人 

 

 

 

8人 

介護保険要

介護認定者 

 

要支援認定

者 

 

介護保険要

支援・要介

護認定者 

 

介護保険要

支援・要介

護認定者 

 

 

のべ 

507人 

 

のべ 

263人 

 

のべ 

3496人 

 

 

のべ 

2146 人 

19755 

(総合事

業含む) 

 

 

 

43345 

 

 

 

28896 

(3)障害者総合

支援法に基づく

障害福祉サービ

ス事業、特定相

談支援事業、地

域生活支援事業

における移動支

援事業 
 

障害福祉サービス(居

宅介護・重度訪問介

護・同行援護)提供 

 

 

 

 

特定相談支援サービ

ス提供 

8:00～18:00 

(必要に応じ

夜間、早朝) 

 

 

 

 

行なってい

ない 

障害福祉

サービス

利用者宅

(外出付き

添いを除

く) 

 

 

 

29人 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サ

ービス受給

者 

 

 

 

 

 

 

のべ 

319人 

 

 

 

 

 

 

 

7853 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

移動支援サービス提

供 

 
 

 

8:00～18:00 

(必要に応じ

夜間、早朝) 

 

 

外出付き

添い 

 

 

 

20人 

 

 

地域生活支

援サービス

受給者 

 

 

のべ 
155人 

 

3089 

 

 
 

(4)通所サービ

スに係る事業 
 

(練馬区委託事業 い

きがいデイサービス) 

虚弱またはひきこも

りがちな高齢者へ生

きがい、趣味活動、

食事の提供 

毎週水曜日 

9:00～12:30 

 

 

 

石神井公

園区民交

流センタ

ー 

 

 

9人 

 

 

 

特定高齢

者、虚弱ま

たは引きこ

もりがちな

高齢者 

 

のべ 

754人 

 

 

1678 

 

 

 
 

(5)非常時の経

済支援に係る事

業 
 

(ACT提携) 

アビリティ共済の情

報提供 

通年 エプロン

事務所 

1人 ACT 会員

および一般

市民 
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定款に記載 
された事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 

人数 

受益対象者 

範囲 
受益対象
者人数 

事業費 
（千円） 

(6)地域福祉に

関する市民の啓

発と人材養成を

図る事業 

 

 

 
 

（練馬区相談情報ひ

ろば事業 ちょっ

と・ホッと） 

地域の身近な相談窓

口として情報を提

供。曜日ごとに趣味

のプログラムを実

施。 

 

地域の人々との交流

を深める活動 

 

エプロンまつり 

 

 

 

利用者・寄付者の方

への絵手紙年賀状送

付 

 

キッズドア主催寺子

屋での食事提供 

 
 

月～金 

10:30 ～

16:30 

第 1日曜 

13:00 ～

16:00 

 

 

 

 

 

 

11月 12日 

10:00～ 

14:00 

 

12月 

 

 

 

通年 

 

エプロン

事務所 

1階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エプロン

事務所 

 

 

 

 

 

 

宝珠庵 

 

11人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40人 

 

 

 

 

 

 

 

7人 

一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エプロン利

用者・地域

の方 

 

 

 

 

 

学習支援に

通う生徒 

 

のべ 

2131 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100人 

 

 

 

64人 

 
 

2881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537 
（合せて） 

(7)寄付された

物品等のリユー

ス、リサイクル

を促進する事業 
 

寄付された品物のリ

ユース、リサイクルを

進める活動 

月～金 

12:30 ～

16:30 

 

 

エプロン

関町 

11人 一般市民 のべ 
3521 人 

2898 



(8)その他、本

会の目的を達成

するために必要

な事業 
 

行なっていない       

 

 

（２）その他の事業      なし 

 



書式第１３号（法第２８条関係）

令和６年度　活動計算書（その他事業がない場合）

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益
１　受取会費 236,500

正会員受取会費 95,500
賛助会員受取会費 141,000

２　受取寄附金 5,847,522
受取寄附金 5,847,522

３　受取助成金等 8,007,000
特定求職者雇用開発助成金 300,000
東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金 1,000,000
東京都介護職員・介護支援職員居住支援特別手当事業補助金 2,990,000
東京都要介護改善促進報奨金 200,000
練馬区非営利地域福祉活動補助金 1,000,000
相談情報ひろば事業補助金 2,448,000
練馬区施設等運営支援臨時給付金 39,000
練馬区街かどケアカフェ補助金 30,000

４　事業収益 120,474,448
家事および介助・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業収益 2,423,224

介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、
地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業収益 98,468,539

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、特定相談支援事業、
地域生活支援事業における移動支援事業収益 15,665,311

通所サービスに係る事業収益 1,929,095

非常時の経済支援に係る事業収益 68,716

地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業収益 283,464

寄付された物品等のリユース、リサイクルを促進する事業収益 1,636,099

５　その他の収益 8,079
受取利息 8,079

経　常　収　益　計 134,573,549
【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費
（１）人件費 92,012,869

役員報酬 1,130,677
給料手当 78,082,286
賞与 4,958,679
法定福利費 6,788,018
福利厚生費 1,053,209

（２）その他経費 22,907,508
食材料費 1,879,892
スタッフ謝礼金 2,905,095
謝金 48,200
印刷費 119,826
会議費 9,702
旅費交通費 38,644
車両費 1,035,001
広告宣伝費 110,890
通信費 1,050,930
消耗品費 1,536,748
修繕費 222,762
機器保守管理費 27,768
水道光熱費 1,789,261
地代家賃 8,003,400
リース料 660,377
会場費 1,200
減価償却費 919,026
保険料 663,059
諸会費 169,368
租税公課 1,900
教育研修費 51,858
支払手数料 1,649,801
渉外費 11,980
雑費 820

事業費計 114,920,377
２　管理費

（１）人件費 9,576,416
役員報酬 1,388,319
給料手当 6,868,609
賞与 408,717
法定福利費 778,236
福利厚生費 132,535

（２）その他経費 2,819,436
印刷費 7,988
旅費交通費 10,932
広告宣伝費 8,735
通信費 125,343
消耗品費 380,241
修繕費 27,170
機器保守管理費 20,082
水道光熱費 112,074
地代家賃 521,400
リース料 224,505
会場費 8,400
減価償却費 43,049
保険料 27,231
諸会費 222,938
租税公課 4,720
教育研修費 6,000
支払手数料 956,142
寄付金 100,000
渉外費 12,486

管理費計 12,395,852
経　常　費　用　計 127,316,229
当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① 7,257,320
税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ 7,257,320

法人税、住民税及び事業税　・・・④ 70,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤ 25,783,237

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 32,970,557

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

事 業 報 告 用



書式第１５号（法第２８条関係）

令和６年度　貸借対照表

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

現金預金 22,737,456
未収金 18,372,873
前払費用 534,041
前払金 660,000
仮払金 126,359

流動資産合計　・・・① 42,430,729
２　固定資産

（１）有形固定資産
建物付属設備 552,317
什器備品 161,890
リース資産 2,938,200

（２）無形固定資産
電話加入権 144,600

（３）投資その他の資産
差入保証金 2,650,000
長期前払費用 845,543

固定資産合計　・・・② 7,292,550

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 49,723,279

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

未払金 12,849,833
未払法人税等 70,000
預り金 894,689
1年以内返済予定リース債務 597,600

流動負債合計　・・・③ 14,412,122
２　固定負債

リース債務 2,340,600

固定負債合計　・・・④ 2,340,600
負　債　合　計　③＋④ 16,752,722
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 25,783,237
当期正味財産増減額 7,187,320

正　味　財　産　合　計 32,970,557

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 49,723,279

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

事 業 報 告 用



書式第１７号（法第２８条関係）

令和６年度　財産目録

         （単位：円）
科 目 金　　額 小　　計 合　　計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

現金預金
手元現金 64,936
みずほ銀行大泉支店　普通預金 12,703,311
みずほ銀行石神井支店　普通預金 5,046,813
ゆうちょ銀行　振替口座 432,782
ゆうちょ銀行　通常預金 4,488,106
ＪＡ東京あおば　普通預金 1,508

未収金
国保連 16,249,481
練馬区 864,950
利用者 1,038,442
東京都要介護改善促進報奨金 200,000
さくら並木ネットワーク寄付金返却 20,000

前払費用
石神井火災保険 23,723
関町火災保険 12,000
介護ソフト利用料 467,060
クラウドシステム使用料 31,258

前払金
ホームページ制作着手金 660,000

仮払金
コミュニティ活動 126,359

流動資産合計　・・・① 42,430,729
２　固定資産

（１）有形固定資産
建物付属設備

石油熱源機 302,925
看板設置等 249,392

什器備品
浴室給湯器 122,235
エアコン設置等 39,655

リース資産
送迎車輌１台（ノア） 2,938,200

（２）無形固定資産
電話加入権

石神井２台　関町１台 144,600

（３）投資その他の資産
差入保証金

石神井事務所保証金 1,850,000
エプロン関町保証金 800,000

長期前払費用
石神井事務所更新料・火災保険料 306,543
関町事務所火災保険料 11,000
介護ソフト（介舟） 528,000

固定資産合計　・・・② 7,292,550

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 49,723,279

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

未払金
3月分人件費未払金 12,482,592
3月分消耗品費・支払手数料等 367,241
未払法人税等 70,000

預り金
社会保険料 421,284
源泉所得税 330,210
住民税 132,500
その他 10,695

1年以内返済予定リース債務
車両リース料 597,600

流動負債合計　・・・③ 14,412,122
２　固定負債

リース債務
1年超支払予定車両リース料（2030年2月まで） 2,340,600

固定負債合計　・・・④ 2,340,600

【Ｂ－１】負　債　合　計　③＋④ 16,752,722

【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】 32,970,557

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

事 業 報 告 用



書式第１６号（法第２８条関係）

１．重要な会計方針
　　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

　 固定資産の減価償却の方法

長期前払費用は、定額法で償却しています。

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込処理によっています。

２．事業別損益の状況
（単位：円）

 
受取会費 42,300 98,700 141,000 95,500 236,500
受取寄附金 254,257 593,265 847,522 5,000,000 5,847,522
受取助成金等 1,000,000 3,229,000 2,448,000 30,000 6,707,000 1,300,000 8,007,000
事業収益 2,423,224 98,468,539 15,665,311 1,929,095 68,716 283,464 1,636,099 120,474,448 120,474,448

その他収益 8,079 8,079
3,423,224 101,697,539 15,665,311 1,929,095 68,716 3,028,021 2,358,064 128,169,970 6,403,579 134,573,549

人件費
役員報酬 1,130,677 1,130,677 1,388,319 2,518,996
給料手当 3,142,836 65,293,795 8,629,099 864,068 76,244 76,244 78,082,286 6,868,609 84,950,895
賞与 188,887 4,201,234 524,874 43,684 4,958,679 408,717 5,367,396
法定福利費 202,219 6,023,880 561,919 6,788,018 778,236 7,566,254
福利厚生費 63,554 700,460 176,602 27,631 27,619 57,343 1,053,209 132,535 1,185,744
人件費計 3,597,496 77,350,046 9,892,494 935,383 103,863 133,587 92,012,869 9,576,416 101,589,285

その他経費
食材料費 1,223,904 496,370 50,520 109,098 1,879,892 1,879,892
スタッフ謝礼金 1,562,811 1,342,284 2,905,095 2,905,095
謝金 565 2,865 1,570 43,200 48,200 48,200
印刷費 5,422 96,196 15,068 3,140 119,826 7,988 127,814
会議費 1,097 5,559 3,046 9,702 9,702
旅費交通費 1,016 32,862 2,824 628 314 1,000 38,644 10,932 49,576
車輌費 1,035,001 1,035,001 1,035,001
広告宣伝費 2,014 93,352 5,597 9,101 413 413 110,890 8,735 119,625
通信費 41,714 796,219 115,913 23,005 36,000 38,079 1,050,930 125,343 1,176,273
消耗品費 24,012 1,137,564 66,724 62,952 165,906 79,590 1,536,748 380,241 1,916,989
修繕費 2,660 173,510 7,392 16,500 22,700 222,762 27,170 249,932
機器保守管理費 1,023 23,620 2,843 282 27,768 20,082 47,850
水道光熱費 24,786 1,432,349 68,875 9,671 123,517 130,063 1,789,261 112,074 1,901,335
地代家賃 114,311 5,392,247 317,642 15,000 1,299,000 865,200 8,003,400 521,400 8,524,800
リース料 29,254 515,462 81,287 6,320 28,054 660,377 224,505 884,882
会場費 135 688 377 1,200 8,400 9,600
減価償却費 6,182 895,668 17,176 919,026 43,049 962,075
保険料 19,359 434,532 53,795 70,582 27,230 57,561 663,059 27,231 690,290
諸会費 12,172 105,371 33,825 18,000 169,368 222,938 392,306
租税公課 73 1,222 205 200 200 1,900 4,720 6,620
教育研修費 1,582 45,880 4,396 51,858 6,000 57,858
支払手数料 90,237 1,188,523 250,748 19,921 207 100,165 1,649,801 956,142 2,605,943
寄付金 100,000 100,000
渉外費 11,980 11,980 12,486 24,466
雑費 820 820 820
その他経費計 377,614 14,645,394 1,049,303 742,232 15,000 3,313,612 2,764,353 22,907,508 2,819,436 25,726,944

3,975,110 91,995,440 10,941,797 1,677,615 15,000 3,417,475 2,897,940 114,920,377 12,395,852 127,316,229

▲ 551,886 9,702,099 4,723,514 251,480 53,716 ▲ 389,454 ▲ 539,876 13,249,593 ▲ 5,992,273 7,257,320

合計

Ⅰ　経常収益
 １．

 ３．

 ４．

 ５．

経常収益計
Ⅱ　経常費用
（１）

（２）

経常費用計

当期経常増減額

 ２．

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）は、リース期間定額法（リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法）で償却しています。

科目

家事および介
助・介護等自
立援助に係る
事業、保育に

係る事業

介護保険法に
基づく訪問介
護事業、介護
予防・日常生
活支援総合事
業、地域密着
型サービス事
業、居宅介護

支援事業

障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業、特
定相談支援事
業、地域生活
支援事業にお
ける移動支援

事業

通所サービス
に係る事業

非常時の経済
支援に係る事

業

地域福祉に関
する市民の啓
発と人材養成
を図る事業

寄付された物
品等のリユー
ス、リサイク
ルを促進する

事業

事業部門計 管理部門

（2）

一括償却資産（少額減価償却資産としたものを除く）として3年間で均等償却しています。

　　令和６年度　　計算書類の注記

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

（１）

有形固定資産（リース資産を除く）は、定率法で償却しています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備に
ついては定額法を採用しています。なお取得価格が10万以上20万未満の減価償却資産については、法人税法に規定する

事 業 報 告 用



３．

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

0 6,707,000 6,707,000 0

４．固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
11,282,198 11,282,198 10,729,881 552,317

什器備品 2,094,529 2,094,529 1,932,639 161,890
リース資産 4,183,200 4,183,200 1,245,000 2,938,200

無形固定資産
144,600 144,600 144,600

投資その他の資産
2,650,000 2,650,000 2,650,000

150,000 150,000 0 0
1,923,047 11,000 1,088,504 1,923,047 845,543

合計 22,427,574 1,238,504 22,277,574 13,907,520 7,292,550

５．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

計算書類に計
上された金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取引

（活動計算書）
5,847,522 38,000 59,000

120,474,448 22,990
給料手当（注） 84,950,895 9,725,427 4,862,710
賞与（注） 5,367,396 685,243 315,162

2,905,095 227,800 0
1,916,989 0 147,840

47,850 0 47,850
活動計算書計 221,510,195 10,699,460 5,432,562

６．
　・　事業費と管理費の按分方法

　・　その他の事業に係る資産の状況

科目

建物付属設備

電話加入権

　　　複数事業の共通費の按分方法については、地代家賃は面積按分、消耗品費、水道光熱費等は従事割合によっています。

差入保証金

合計

　　　その他の事業は行っておりません。

出資金
長期前払費用

科目

受取寄附金

事業収益

スタッフ謝礼金

消耗品費（注）

機器保守管理費（注）

　（注）　事業費と管理費の合計です

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

当期に受けた補助金30,000円を全額リサイクル事業の経費として
使用しました。

練馬区施設等運営支援臨時給付金 0 39,000 39,000 0
当期に受けた補助金39,000円を全額介護保険事業の経費として使
用しました。

0練馬区街かどケアカフェ補助金 0 30,000 30,000

当期に受けた補助金2,448,000円を全額相談情報ひろば事業の経
費として使用しました。

練馬区非営利地域福祉活動補助金 0 1,000,000 1,000,000 0
当期に受けた補助金1,000,000円を全額自費サービス事業の経費
として使用しました。

相談情報ひろば事業補助金 0 2,448,000 2,448,000 0

当期に受けた助成金200,000円を全額介護保険事業の経費として
使用しました。

内容 備考

東京都介護職員・介護支援職員居
住支援特別手当事業補助金

0 2,990,000 2,990,000 0
当期に受けた補助金2,990,000円を全額介護保険事業の経費とし
て使用しました。

東京都要介護改善促進報奨金 0 200,000 200,000 0

当法人の正味財産は32,970,557円ですが、使途が特定されたものはありません。

使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。



書式第１８号（法第２８条関係）

✔ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）

✔ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

令和６

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

２　役員一覧

理事
オオツ　リョウコ

1 理事

役 名
（フリガナ）

氏　　名

イガリ　ヒデノリ

猪狩　英則

令和6年4月1日

令和7年3月31日

令和6年4月1日

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びに

これらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

令和6年4月1日

令和7年3月31日

大津　涼子

3 理事
カトウ　チカコ 令和6年4月1日

加藤　千賀子 令和7年3月31日

令和7年3月31日
2

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)

前事業年度内

の就任期間

特定非営利活動法人 アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

吉田　直之 令和7年3月31日
4 理事

ヨシダ　ナオユキ 令和6年4月1日

5 理事
エノモト　フミコ 令和6年4月1日

山本　ふき子 令和7年3月31日
6 理事

ヤマモト　フキコ 令和6年4月1日

榎本　史子 令和7年3月31日

令和7年3月31日
8 理事

コメノ　アキコ 令和6年4月1日

田井　貴代子 令和7年3月31日
7 理事

タイ　キヨコ 令和6年4月1日

事　業　報　告　用

年度年間役員名簿

令和6年4月1日

宝井　繁夫 令和7年3月31日 令和7年3月31日
10 監事

タカライ　シゲオ 令和6年4月1日

内海　麗 令和7年3月31日
9 理事

ウツミ　ウララ 令和6年4月1日

米納　晶子

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～



書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

ＮＰＯ法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

氏 名

１ 樋口 久美子

２ 中村 和子

３ 今津 富子

４ 伊藤 芳子

５ 常見 陽子

６ 八田 由紀子

７ 大友 依里

８ 江藤 孝子

９ 丹羽 博美

10 山本 ふき子

11 稲葉 裕秋

12 齊藤 順子

設立・事業報告用


